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健　康　情　報
なくそう！望まない受動喫煙保 健 師

藤
ふじ

村
むら

 直
なお

美
み

今月の担当

た
ば
こ
の
先
か
ら
出
る
煙
は
、

喫
煙
者
が
吸
い
込
む
煙
よ
り
も
ニ

コ
チ
ン
や
タ
ー
ル
、
一
酸
化
炭
素

な
ど
の
有
害
物
質
を
発
生
し
て
お

り
、
健
康
被
害
が
大
き
い
た
め
望

ま
な
い
受
動
喫
煙
を
な
く
し
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

世
界
的
に
み
る
と
、
公
共
の
場

所
を
屋
内
全
面
禁
煙
に
し
て
い
る

国
が
世
界
主
要
55
カ
国
に
も
及
ん

で
い
る
の
に
比
べ
、
日
本
は
受
動

喫
煙
の
防
止
対
策
が
遅
れ
て
い
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
平
成
22
年

に
Ｗ
Ｈ
Ｏ(

世
界
保
健
機
関)

と

Ｉ
Ｏ
Ｃ(

国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委

員
会)

は
、
た
ば
こ
の
な
い
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
を
共
同
で
推
進
す
る
こ

と
に
合
意
を
し
て
お
り
、
ブ
ラ
ジ

ル
や
平
昌
で
開
催
さ
れ
た
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は

飲
食
店
を
含
め
た
す
べ
て
の
屋
内

で
完
全
禁
煙
と
な
っ
て
お
り
、
罰

則
も
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本

も
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ

リ
ン
ピ
ッ
ク
を
控
え
、
国
際
水
準

の
対
策
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
日
本
で
は
健
康
増
進
法

の
一
部
を
改
正
し
、
望
ま
な
い
受

動
喫
煙
を
防
止
す
る
た
め
の
取
り

組
み
は
、
マ
ナ
ー
か
ら
ル
ー
ル
に

変
わ
り
ま
す
。
こ
の
法
律
は
、
多

く
の
人
が
利
用
す
る
施
設
の
屋
内

で
の
喫
煙
を
原
則
禁
止
し
、
施
設

の
管
理
者
が
行
う
べ
き
措
置
に
つ

い
て
定
め
て
い
ま
す
。

昨
年
７
月
１
日
に
は
健
康
増
進

法
の
一
部
施
行
が
始
ま
り
、
学
校

や
病
院
、
役
場
な
ど
は
原
則
敷
地

内
が
禁
煙
と
な
り
ま
し
た
。

４
月
１
日
か
ら
は
、
全
面
施
行

と
な
り
、
飲
食
店
、
旅
館
、
事
務

所
な
ど
が
、
原
則
屋
内
禁
煙
と
な

り
ま
す
。
施
設
の
管
理
者
は
、
屋

内
に
喫
煙
可
能
な
場
所
を
設
置
す

る
際
、
そ
の
旨
を
示
す
標
識
を
提

示
す
る
義
務
が
あ
り
、
20
歳
未
満

の
方
は
、
従
業
員
も
喫
煙
エ
リ
ア

に
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
違
反
者
に
は
罰
則
の
適
用

(

過
料)

が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

受動喫煙防止対策はマナーからルールに変わります

防災の ページ
「もしものとき」は明日かもしれない 問い合わせ　総務課 情報防災グループ ☎ 27-2322

自治会等における自主防災活動について

町では、災害情報や町からのお知らせが放送される「防災行政無線」を無償貸与しています。

自主防災組織の必要性・重要性については、平
成７年の阪神淡路大震災以降、注目されるように
なり、また、平成23年の東日本大震災、平成30
年の西日本豪雨等においての反省、教訓をもとに
国は「避難勧告等に関するガイドライン」を改訂
し、「自らの命は自らが守る意識の徹底」と「地
域の災害リスクと取るべき避難行動等の周知」を
重点にすること、すなわち「自助」、「共助」の取
組みを強化・推進していくことに大きくかじを切っ
て取り組むこととしました。
しかしながら、昨年の台風第19号、その後の前

線の影響による大雨により、河川の氾濫・土砂災
害等では、個々の間違った判断から、逃げ遅れ、
自宅ごと流された方、避難を開始したが車ごと流
されるなど多くの方が犠牲となりました。
これらを防ぐには、個人・ご家庭ごとに事前の

準備をしっかりとして、常に必要な情報を入手し、

適切にタイミングを判断して安全に避難すること
が必要です。
簡単な事のようですが、ご家庭それぞれに、お

年寄りのみ、介護が必要な寝たきりの方がいる、
妊婦の方、重度の障害をお持ちの方がいるなどの
事情があり、避難の際に何らかの手助けが必要な
方がいます。
これらを地域にしっかりと根付いて組織的にサ

ポートするには、自治会等での自主防災活動が不
可欠、重要なこととなります。
胆振東部地震の際、全国各地から多くの激励・

ご支援をいただいた町であり、これから復興に向
けてまた、全国が防災に関して厚真町がどう変わっ
ていくのかが注目されています。行政だけでなく、
住民の方々も一緒になって「安心して暮らせる災
害に強いまちづくり」を目指し取り組んでいくこ
とが大切です。

〇自主防災組織の設置（自治会等ごと）
胆振東部地震以前は１地区（豊川）でしたが、地震以降３地区（幌内、富里、上厚真）
で自主防災組織が設置され、34自治会中４つの自治会で設置（11.7%）となりました。
町では、すべての自治会等での設置を目標としています。

〇地区防災計画の策定（コミュニティタイムライン、避難計画、避難所運営等）
災害リスクをもとに、町の防災担当職員、消防職員などが支援してワークショップ
形式で地区それぞれの特性に応じた計画を策定していきます。

〇自主防災組織のリーダー育成
北海道で実施される「北海道地域防災マスター」の認定講習会を活用して防災リー
ダーを育成していきます。普段からの防災への備え、災害時においてのリーダー（中
心的役割）になります。

〇自主防災組織育成助成事業を活用した防災資機材などの充実
一般財団法人　自治総合センターによる宝くじの社会的貢献広報事業を活用し、防
災活動に必要な設備など（建築物、消耗品は除く）を整備するものです。
※対象は市町村が認める自主防災組織であり、町へ自主防災組織結成届の届け出が
必要となります

〇コミュニティ相互の支援ネットワークづくり
各自主防災組織間相互の災害時支援のネットワークを形成し、町内における相互の
助け合いができるようにしていきます。

自主防災組織の設置
地区防災計画等の策定すべての自治会等で

主体は自治会等となりますが、町の防災担当が全面的に支援します。
お気軽に町の防災担当に、ご相談ください。

目 標

施設に「喫煙専用室」を設置
〔喫煙：可　飲食の提供：不可〕

施設に「加熱式たばこ専用喫煙室」を設置
〔喫煙：加熱式たばこ可　飲食の提供：可〕

施設に「喫煙可能室」を設置
〔喫煙：可　飲食の提供：可〕

施設全体が「喫煙可能店」
〔喫煙：可　飲食の提供：可〕

施設全体が「喫煙目的店」
〔喫煙：可　飲食の提供（主食を除く）：可〕

※バー・スナック等

●
屋
内
に
喫
煙
可
能
な
場
所
が
あ
る
場
合
、
そ
の
旨
を
示
す
標
識
の
掲
示
が
義
務
付
け
ら
ま
す
。

●
４
月
１
日
か
ら
ほ
と
ん
ど
の
お
店
が
屋
内
禁
煙
に
な
っ
て
い
ま
す
。

●
20
歳
未
満
は
喫
煙
エ
リ
ア
へ
立
入
禁
止
で
す
。

健
康
へ
の
影
響
が
大
き
い
20
歳
未
満
の
方
は
、
客
だ
け
で
は
な

く
従
業
員
で
あ
っ
て
も
立
ち
入
り
禁
止
と
な
り
ま
す
。
保
護
者
や

雇
用
主
は
受
動
喫
煙
の
防
止
に
配
慮
し
ま
し
ょ
う
。

※
標
識
は
北
海
道
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

原
則
屋
内
禁
煙
の
施
設
▽
飲
食
店
、
事
業
所
、
旅
館（
客
室
を
除
く
）

美
・
理
容
室
な
ど
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